
○
農
林
水
産
省
告
示
第
二
千
三
百
三
十
一
号

農
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
百
二
十
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
四

年
産
の
ス
イ
ー
ト
コ
ー
ン
に
係
る
同
項
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
地
域
及
び
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
共
済
金
額
の
範
囲
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
七
日

農
林
水
産
大
臣

鹿
野

道
彦

平
成
二
十
四
年
産
の
ス
イ
ー
ト
コ
ー
ン
に
係
る
農
業
災
害
補
償
法
第
百
二
十
条
の
十
四
第
二
項
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る

地
域
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
地
域
と
し
、
当
該
ス
イ
ー
ト
コ
ー
ン
に
係
る
千
キ
ロ

グ
ラ
ム
当
た
り
共
済
金
額
の
範
囲
と
し
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
二
以
上
の
金
額
は
、
同
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
区
分
ご
と
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
地
域
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

農
業
災
害
補
償
法
第

百
二
十
条
の
十
二
第

一
項
第
一
号
の
農
林

地
域

千
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
共
済
金
額
の
範
囲



水
産
大
臣
が
定
め
る

区
分

北
海
道
及
び
東
京
都

三
二
、
七
五
〇
円

二
九
、
四
八
〇
円

二
六
、
二
〇
〇
円

二
二
、

一
類

の
区
域

九
三
〇
円

一
九
、
六
五
〇
円

北
海
道
及
び
東
京
都

一
一
一
、
〇
五
〇
円

九
九
、
九
五
〇
円

八
八
、
八
四
〇
円

七
七

の
区
域

、
七
四
〇
円

六
六
、
六
三
〇
円

一
六
二
、
四
七
〇
円

一
四
六
、
二
二
〇
円

一
二
九
、
九
八
〇
円

茨
城
県
の
区
域

一
一
三
、
七
三
〇
円

九
七
、
四
八
〇
円

二
一
五
、
二
六
〇
円

一
九
三
、
七
三
〇
円

一
七
二
、
二
一
〇
円

二
類

埼
玉
県
の
区
域

一
五
〇
、
六
八
〇
円

一
二
九
、
一
六
〇
円

一
七
九
、
七
四
〇
円

一
六
一
、
七
七
〇
円

一
四
三
、
七
九
〇
円

大
分
県
の
区
域

一
二
五
、
八
二
〇
円

一
〇
七
、
八
四
〇
円

二
五
四
、
〇
八
〇
円

二
二
八
、
六
七
〇
円

二
〇
三
、
二
六
〇
円

宮
崎
県
の
区
域



一
七
七
、
八
六
〇
円

一
五
二
、
四
五
〇
円


